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山形県県立学校設置条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

現   行 改 正 案 

学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の規

定による中学校、高等学校及び特別支援学校を次

のとおり置く。 

学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の規

定による中学校、高等学校及び特別支援学校を次

のとおり置く。 

(１) 中学校 (１) 中学校 

 名称 位置   名称 位置  

 －略－ －略－   －略－ －略－  

 山形県立致道館中学校 鶴岡市   山形県立致道館中学校 鶴岡市  

     山形県立すばる中学校 山形市  

(２)及び(３) －略－ (２)及び(３) －略－ 
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